
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
」
の
継
続
と
、
被
災
児
童
生
徒
の
十
分
な
就
学
支
援
を
求

め
る
意
見
書
（
案
） 

 

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
五
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
で
被
災
を
し
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
等
が
困
難
な
子
ど
も
を
対
象
に
、
「
被
災

児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
」
が
全
額
国
庫
負
担
の
単
年
度
の
交
付
金
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
」(

東
日

本
大
震
災)

は
、
令
和
八
年
度
か
ら
対
象
が
福
島
県
に
お
い
て
被
災
し
た
者
だ
け
と
変
更
さ
れ
、
前
年
度
よ
り
二
億
円
減
の
三
億
円
が
予
算
化
さ
れ
て
い

ま
す
。 

こ
の
事
業
を
通
し
て
、
小
中
学
生
に
対
す
る
学
用
品
等
の
援
助
や
通
学
支
援(

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
に
よ
る
通
学
手
段
の
確
保
に
か
か
る
経
費
を
含
む)

、

高
校
生
に
対
す
る
奨
学
金
支
援
、
特
別
支
援
学
校
等
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
へ
の
就
学
奨
励
、
私
立
学
校
及
び
専
修
学
校
・
各
種
学
校
の
授
業
料
減
免
な

ど
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
学
校
で
学
ぶ
た
め
の
極
め
て
有
効
な
支
援
事
業
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
日
、
「
第
二
期
復
興
・
創
生
期
間
」
以
降
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
の
変
更
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
令
和
八
年
度
か
ら
の
五
年
間
を
新
た
な
復
興
期
間
と
し
て
「
第
三
期
復
興
・
創
生
期
間
」
と
位
置
付
け
、
令
和
八
年
度
以
降
の
復
興
の
円
滑
か

つ
着
実
な
遂
行
を
期
す
る
た
め
の
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
就
学
支
援
に
つ
い
て
も
「
支
援
の
必
要
な
子
ど
も
の
状
況
等
復
興
の
進
捗
に

応
じ
た
支
援
を
継
続
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。 

「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
」
で
の
「
原
子
力
災
害
被
災
地
域
」
は
小
・
中
・
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
私
立
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種

学
校
を
対
象
と
し
た
就
学
援
助
、
就
学
奨
励
、
奨
学
金
な
ど
の
就
学
等
支
援
事
業
等
に
つ
い
て
も
継
続
と
な
り
ま
し
た
。
今
日
に
お
い
て
も
、
福
島
県
で

は
、
令
和
八
年
三
月
三
日
時
点
で
約
二
万
六
千
人
が
県
内
外
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す(

復
興
庁
公
表)

。
経
済
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た

ち
は
い
ま
だ
多
く
、
子
ど
も
た
ち
の
就
学
・
修
学
の
た
め
に
は
、
長
期
的
な
支
援
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
学
校
現
場
か
ら
も
事
業
の
継
続
を
強
く
望

む
声
が
届
い
て
い
ま
す
。
事
業
に
係
る
予
算
措
置
は
単
年
度
の
た
め
に
対
象
者
は
、
い
つ
ま
で
続
く
か
不
安
に
思
っ
て
い
る
も
の
と
思
料
さ
れ
ま
す
。 



福
島
の
復
興
・
再
生
に
向
け
て
手
厚
い
支
援
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
被
災
者
に
寄
り
添
う
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
」
に
よ

る
就
学
支
援
は
必
要
で
す
。
予
算
措
置
が
単
年
度
で
事
業
終
了
と
な
れ
ば
、
被
災
児
童
生
徒
の
就
学
支
援
に
格
差
が
生
じ
る
こ
と
も
危
惧
さ
れ
ま
す
。
令

和
九
年
度
に
お
い
て
も
本
事
業
を
継
続
し
、
必
要
な
財
政
措
置
を
行
い
、
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
に
継
続
し
た
就
学
支
援
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
左
記
の
事
項
の
実
現
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
に
も
と
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

 

記 

 

一
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
の
就
学
・
修
学
を
保
障
す
る
た
め
、
令
和
九
年
度
に
お
い
て

も
、
全
額
国
庫
で
支
援
す
る
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
」
の
継
続
と
、
十
分
な
就
学
支
援
に
必
要
な
予
算
確
保
を
行
う
こ
と
。 

 

令
和
八
年
六
月
十
七
日 
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